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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される挿入部と、
　前記挿入部の長手方向の先端側の先端面から前記長手方向の前方に突出して設けられた
柱状の突出部と、
　前記突出部の周側面に設けられ、前記突出部の周方向を含む前記被検体内の所定の領域
から被写体像を取得する被写体像取得部と、
　前記突出部の周側面に、前記被写体像取得部よりも前記長手方向の後方において前記被
写体像取得部の視野外に位置するよう設けられ、前記被検体の前記領域を照らす照明光を
射出する照明窓と、
　前記被写体像取得部よりも前記長手方向の後方において前記被写体像取得部の視野外に
少なくとも一部が配置された吸引口と、
　前記被写体像に基づく画像と、前記吸引口が位置する方向を示す指標とを生成し、表示
部に表示させる画像生成部と、
　前記突出部の突出面に設けられ、前記所定の領域とは少なくとも一部が異なる該突出面
の前記前方を含む前記被検体内の他の領域から他の被写体像を取得する他の被写体像取得
部と、
　を具備し、
　前記画像生成部は、前記表示部における前記突出部の周方向の被写体像に基づく前記画
像に対し前記指標を重畳表示することを特徴とする内視鏡装置。
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【請求項２】
　前記画像生成部は、さらに前記他の被写体像に基づく画像を生成し、前記表示部に表示
させることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記被写体像取得部の前記視野の一部の領域は、前記突出部によって少なくとも一部が
遮られ、前記画像生成部により前記被写体像に基づく前記画像に対し遮られる領域の画像
情報を覆い隠すマスク処理が行われて、前記表示部に表示されることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記画像生成部は、前記マスク処理が行われた部分に対し前記指標を重畳することを特
徴とする請求項３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記吸引口が形成された前記先端面の部位の一部は、少なくとも前記被写体像取得部の
観察範囲に含まれるよう前記前方に突出しており、
　前記画像生成部は、前記吸引口が形成された前記先端面の部位の画像を、前記指標とし
て生成し前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記先端面において前記吸引口の周囲に、少なくとも前記被写体像取得部の観察範囲に
含まれる突起が形成されており、
　前記画像生成部は、少なくとも前記突起を、前記指標として生成し前記表示部に表示さ
せることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記画像生成部は、前記指標として、前記吸引口における前記被検体内の吸引対象物が
吸引可能な範囲と、前記吸引口への前記吸引対象物の流れを表す矢印とのいずれかを前記
表示部に表示させることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記被写体像取得部は、前記挿入部の長手方向と交差する前記突出部の側方の前記被写
体像を取得する側方被写体像取得部であり、
　前記他の被写体像取得部は、前記挿入部の長手方向に沿った前記突出部の前方の前記他
の被写体像を取得する前方被写体像取得部であり、
　前記画像生成部は、前記他の被写体像に基づく画像が前記表示部に略円形状に表示され
、前記被写体像に基づく画像が前記他の被写体像に基づく画像の周囲を取り囲む略環状に
前記表示部に表示されるよう前記画像を生成することを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡装置。
【請求項９】
　前記画像生成部は、前記表示部における前記被写体像の前記画像に対し、前記被写体像
に重なる前記吸引口の前記長手方向に沿った中心軸を、前記被写体像における前記吸引口
の位置を示す前記指標としてさらに重畳表示することを特徴とする請求項８に記載の内視
鏡装置。
【請求項１０】
　前記被写体像取得部からの前記被写体像と、前記他の被写体像取得部からの前記他の被
写体像とを同じ撮像面にて光電変換するよう配置されるとともに、前記画像生成部に電気
的に接続される撮像部を具備していることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内から取得した被写体像に基づく画像を生成し、表示部に表示する画
像生成部を具備する内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。内視鏡は、細
長い挿入部を被検体内に挿入することによって被検体内を観察することができる。
【０００３】
　尚、内視鏡としては、挿入部の長手方向（以下、単に長手方向と称す）の先端側（以下
、単に先端側と称す）に設けられた先端部の先端面に、観察用レンズや照明用レンズが設
けられた既知の直視型の内視鏡や、挿入部の先端部の外周側面の一部に、観察用レンズや
照明用レンズが設けられた既知の側視型の内視鏡が周知である。
【０００４】
　また、特許文献１には、内視鏡の挿入部における先端部の径方向つまり側方の領域の視
野と内視鏡の挿入部における長手方向の前方（以下、単に前方と称す）の領域の視野とを
同時に表示部で観察することで被検体内の観察範囲を広げる内視鏡システムが開示されて
いる。
【０００５】
　特許文献１に開示された内視鏡装置においては、内視鏡の挿入部の先端部の先端面から
前方に突出する突出部を有し、突出部内において前方観察用レンズよりも長手方向の後方
（以下、単に後方と称す）に、突出部の外周側面の側方となる周囲方向における領域に位
置する被写体像を取得する被写体像取得部である周囲方向観察用レンズが設けられている
。
【０００６】
　また、突出部内において突出部の突出面に臨むように、該突出面よりも前方の領域に位
置する他の被写体像を取得する他の被写体像取得部である前方観察用レンズが設けられて
いる。
【０００７】
　さらに、先端部内には、周囲方向観察用レンズよりも後方にレンズ群が位置しており、
該レンズ群の集光位置に、ＣＣＤ等の撮像部が位置している。
【０００８】
　よって、特許文献１に開示された内視鏡装置においては、挿入部の先端部の先端面より
も前方に位置する他の領域の被写体は、前方観察用レンズによって他の被写体像として取
得され、前方観察用レンズに入光された光が周囲方向観察用レンズを通過して、後方レン
ズ群により撮像部の撮像面に結像される構成となっている。また、突出部の周囲方向に位
置する所定の領域の被検体は、周囲方向観察用レンズによって被検体像として取得され、
周囲方向観察用レンズに入光された光は、該レンズ内において反射された後、後方レンズ
群により撮像部の撮像面に結像される構成となっている。
【０００９】
　尚、内視鏡装置の表示部には、撮像部に電気的に接続された画像生成部により、突出面
よりも前方の被写体像が略円形に表示され、突出面の側方の被写体像が突出面よりも前方
の被写体像の外周を囲むよう略環状に表示される。
【００１０】
　このことにより、操作者は、表示部から内視鏡における挿入部の先端部の周囲方向の視
野と先端部の先端面よりも前方の視野とを同時に観察することができる。即ち、被検体内
における広範囲の観察を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許国際公開ＷＯ２０１１／０５５６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、一般的な直視型の内視鏡における挿入部の先端部の先端面には、被検体内の
体液や被検体内に供給した洗浄液等の吸引対象物を吸引する吸引チャンネルの先端開口と
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なる吸引口が位置している。
【００１３】
　また、上述した特許文献１に記載の内視鏡装置においても、内視鏡の挿入部の先端部の
先端面に吸引口が位置している。
【００１４】
　ここで、一般的な直視型の内視鏡においては、先端面には、吸引口の他、上述したよう
に観察用レンズ等が位置している。よって、先端面において、吸引口は観察用レンズと同
一面に設けられているとともに観察用レンズに近接して位置している。
【００１５】
　このことから、操作者は、観察用レンズの観察範囲外に位置する吸引口が表示部に表示
されず吸引口の位置が分からなくても、被検体内における観察用レンズの観察範囲内の吸
引対象物を、該吸引対象物に対して観察用レンズを近付けることにより、結果として吸引
口に吸引対象物が近接するため、確実に吸引対象物の吸引操作を行うことができる。
【００１６】
　しかしながら、特許文献１に開示されたような構成を有する広範囲の観察が行える内視
鏡においては、上述したように、被検体内を観察する観察用レンズは吸引口と同一面に設
けられておらず、挿入部の先端面に設けられた吸引口は、各観察用レンズよりも後方に離
れて位置している。
【００１７】
　さらに、特許文献１に開示されたような構成の内視鏡においては、突出部内において側
方観察用レンズよりも後方に、突出部の周囲方向における領域を照明する照明窓が設けら
れており、照明部の像が観察領域に入ってしまうとハレーションが発生する原因となる。
　
　そのため、特許文献１に開示されたような構成の内視鏡においては、照明窓が側方の観
察領域に対して視野外つまり死角になるよう視野が設定されている。　
　上記のように側方観察用レンズの視野を設定すると挿入部の先端面に設けられた吸引口
が観察視野外に位置するようになってしまう。
【００１８】
　よって、操作者は、前方観察用レンズ及び周囲方向観察用レンズの各観察範囲内の吸引
対象物を吸引口から吸引する際、前方観察用レンズ及び周囲方向観察用レンズの各観察範
囲外に位置する吸引口が表示部に表示されず吸引口の位置が分からない場合、上述したよ
うに、長手方向において吸引口が、前方観察用レンズ及び周囲方向観察用レンズよりも後
方に離れて位置しているため、吸引対象物に前方観察用レンズまたは周囲方向観察用レン
ズを近付けただけでは、吸引口に吸引対象物が近接せずに、吸引対象物の吸引操作を確実
に行うことができない場合があるといった問題があった。
【００１９】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、被検体内から広角の被写体像を取得
する被写体像取得部と吸引口とが長手方向に離れて位置し、照明窓を視野外にするために
吸引口の位置を観察できない構造になっていたとしても、吸引口の位置を表示部から容易
に視認でき、被検体内の吸引対象物を吸引口に近接させて確実に吸引できる構成を具備す
る内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記目的を達成するため本発明の一態様における内視鏡装置は、被検体内に挿入される
挿入部と、前記挿入部の長手方向の先端側の先端面から前記長手方向の前方に突出して設
けられた柱状の突出部と、前記突出部の周側面に設けられ、前記突出部の周方向を含む前
記被検体内の所定の領域から被写体像を取得する被写体像取得部と、前記突出部の周側面
に、前記被写体像取得部よりも前記長手方向の後方において前記被写体像取得部の視野外
に位置するよう設けられ、前記被検体の前記領域を照らす照明光を射出する照明窓と、前
記被写体像取得部よりも前記長手方向の後方において前記被写体像取得部の視野外に少な
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くとも一部が配置された吸引口と、前記被写体像に基づく画像と、前記吸引口が位置する
方向を示す指標とを生成し、表示部に表示させる画像生成部と、前記突出部の突出面に設
けられ、前記所定の領域とは少なくとも一部が異なる該突出面の前記前方を含む前記被検
体内の他の領域から他の被写体像を取得する他の被写体像取得部と、を具備し、前記画像
生成部は、前記表示部における前記突出部の周方向の被写体像に基づく前記画像に対し前
記指標を重畳表示する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、被検体内から広角の被写体像を取得する被写体像取得部と吸引口とが
長手方向に離れて位置し、照明窓を視野外にするために吸引口の位置を観察できない構造
になっていたとしても、吸引口の位置を表示部から容易に視認でき、被検体内の吸引対象
物を吸引口に近接させて確実に吸引できる構成を具備する内視鏡装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１実施の形態を示す内視鏡装置の一例を概略的に示す斜視図
【図２】図１の先端部を拡大して示す部分斜視図
【図３】図２の先端部を図２中のIII方向からみた平面図
【図４】図２の先端部、突出部内の構成を概略的に示す図
【図５】図１のモニタに第１の被写体像及び第２の被写体像が表示された状態を示す図
【図６】図５のモニタに表示される指標が吸引対象物の吸引可能範囲を示す表示から構成
された一例を示す図
【図７】図５のモニタに表示される指標が吸引口の位置を示す表示から構成された一例を
示す図
【図８】図５のモニタに表示される指標が吸引口から吸引される吸引対象物の向きを示す
表示から構成された一例を示す図
【図９】図５のモニタに表示される指標がマスクと一体的となった表示から構成された一
例を示す図
【図１０】第２実施の形態の内視鏡装置における内視鏡の挿入部の先端部を拡大して示す
部分斜視図
【図１１】図１０の内視鏡装置のモニタに、第１の被写体像及び第２の被写体像とともに
吸引口の一部が表示された状態を示す図
【図１２】図１０の先端部の先端面における吸引口の周囲に、前方に突出する突起が設け
られた変形例を示す部分斜視図
【図１３】図１０の内視鏡装置のモニタに、第１の被写体像及び第２の被写体像とともに
図１２の突起が表示された状態を示す図
【図１４】内視鏡装置のモニタに表示される第１の被写体像にも指標が重畳表示された変
形例を示す図
【図１５】図５のモニタに表示される指標が、マスク処理が行われた部分に対して吸引口
の一部の形状を現す疑似画像から構成された一例を示す図
【図１６】図１０の内視鏡装置のモニタに、指標そのものが、吸引口が位置する方向とし
て第１の被写体像に重畳表示された変形例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態を示す内視鏡装置の一例を概略的に示す斜視図である。　
　図１に示すように、内視鏡装置１は、内視鏡２と周辺装置１００とにより構成されてい
る。
【００２４】
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　内視鏡２は、被検体内に挿入される挿入部４と、該挿入部４の長手方向Ｎの基端（以下
、単に基端と称す）に連設された操作部３と、該操作部３から延出されたユニバーサルコ
ード５と、該ユニバーサルコード５の延出端に設けられたコネクタ３２とを具備して主要
部が構成されている。
【００２５】
　周辺装置１００は、架台３０に載置された、キーボード３１と、光源装置３３と、画像
信号生成部（画像生成部）であるビデオプロセッサ３４と、光源装置３３とビデオプロセ
ッサ３４とを電気的に接続する接続ケーブル３５と、表示部であるモニタ３６とを具備し
ている。
【００２６】
　また、このような構成を有する内視鏡２と周辺装置１００とは、コネクタ３２により互
いに接続されている。
【００２７】
　コネクタ３２は、例えば周辺装置１００の光源装置３３に接続されている。コネクタ３
２に、挿入部４、操作部３、ユニバーサルコード５内に設けられた図示しない吸引チャン
ネルを兼ねた処置具挿通用チャンネル（以下、単にチャンネルと称す）の基端が接続され
た図示しない口金等が設けられている。
【００２８】
　内視鏡２の挿入部４は、該挿入部４の先端側に位置する先端部６と、該先端部６の基端
に連設された湾曲部７と、該湾曲部７の基端に連設された可撓管部８とにより構成されて
いる。
【００２９】
　湾曲部７は、操作部３に設けられた湾曲操作ノブ９により、例えば上下左右の４方向に
湾曲操作されるものである。
【００３０】
　また、操作部３に、上述したチャンネルに連通するとともにチャンネルに各種処置具を
挿通するための処置具挿通口３ｓが設けられている。
【００３１】
　さらに、操作部３に、コネクタ３２に設けられた上述したチャンネルの口金に吸引装置
が接続され、後述する吸引口１７（図２参照）、チャンネルを介して被検体内の吸引対象
物を吸引する際において操作される吸引釦３ｂが設けられている。
【００３２】
　次に、先端部６の構成について、図２～図５を用いて説明する。図２は、図１の先端部
を拡大して示す部分斜視図、図３は、図２の先端部を図２中のIII方向からみた平面図、
図４は、図２の先端部、突出部内の構成を概略的に示す図、図５は、図１のモニタに第１
の被写体像及び第２の被写体像が表示された状態を示す図である。
【００３３】
　図２に示すように、先端部６の先端面６ｓに、該先端面６ｓよりも前方に突出する突出
部１０が設けられている。
【００３４】
　突出部１０は、柱状の筒部と、該筒部に径方向Ｋにおいて隣接する支持部１８とから主
要部が構成されている。
　柱状とは、円柱や円の一部をカットしたＤの字のような形状を長手方向Nに引き伸ばし
た形状のほか、多角形と円を組み合わせた形状を長手方向Nに引き伸ばした形状、錐形の
先端部を除去した形状等、各種形状が含まれるが、以下、円筒部１１として説明する。
【００３５】
　図２～図４に示すように、円筒部１１内に、該円筒部１１の外周側面１１ｇに沿って周
状に露出されるとともに、長手方向Ｎと交差する方向となる径方向Ｋから円筒部１１の側
方を含む被検体内の所定の領域から被写体像８２（図５参照）を取得する側方被写体像取
得部である被写体像取得部（第２の被写体像取得部。以下、周囲方向観察用レンズと称す
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）１３が設けられている。
【００３６】
　被写体像８２は、円筒部１１の径方向Ｋとなる周囲方向（所定の領域である第２の領域
）に位置する第２の被写体の被写体像（第２の被写体像）である。
【００３７】
　また、図２～図４に示すように、円筒部１１内に、円筒部１１の突出面１１ｓよりも前
方を含む被検体内の第２の領域とは異なる他の領域（第１の領域）から他の被写体像８１
（図５参照）を取得する前方画像取得部である他の被写体像取得部（第１の被写体像取得
部。以下、前方観察用レンズと称す）１２が、突出面１１ｓに露出するよう設けられてい
る。
【００３８】
　尚、他の被写体像８１は、突出面１１ｓよりも前方を含む第１の領域に位置する第１の
被写体の被写体像（第１の被写体像）である。
【００３９】
　即ち、本実施の形態の内視鏡２は、周囲方向観察用レンズ１３が観察する周囲方向の視
野と前方観察用レンズ１２が観察する前方視野とを取得できる広角視野を有している。
【００４０】
　尚、円筒部１１内においては、図４に示すように、周囲方向観察用レンズ１３は、前方
観察用レンズ１２よりも後方に位置している。
【００４１】
　また、円筒部１１内においては、図４に示すように、周囲方向観察用レンズ１３よりも
後方に複数のレンズから構成された後方レンズ群４０が設けられており、該後方レンズ群
４０の結像位置に、撮像面４１ｓを有するＣＣＤ等の撮像部４１が設けられている。
【００４２】
　撮像部４１は、周囲方向観察用レンズ１３によって取得された被写体像８２と、前方観
察用レンズ１２によって取得された被写体像８１とを同じ撮像面４１ｓにて光電変換する
よう配置されるとともに、図示しない信号線によりビデオプロセッサ３４に電気的に接続
されている。
【００４３】
　尚、撮像部４１の撮像面４１ｓへの前方観察用レンズ１２、周囲方向観察用レンズ１３
、後方レンズ群４０を介した第１の被写体の入光構成や、周囲方向観察用レンズ１３、後
方レンズ群４０を介した第２の被写体の入光構成は周知であるため、その詳しい説明は省
略する。
【００４４】
　また、撮像部４１によって撮像された被写体像８２、被写体像８１は、ビデオプロセッ
サ３４によって画像信号（画像）として生成される。
【００４５】
　具体的には、モニタ３６に出力された後、図５に示すように、被写体像８１が、モニタ
３６の中央に略円形状に表示され、被写体像８２が、被写体像８１の周囲を囲むように略
円環状に表示されるよう、ビデオプロセッサ３４は画像信号を生成する。
【００４６】
　尚、ビデオプロセッサ３４は、モニタ３６に被写体像８２及び被写体像８１を表示する
画像信号を生成する際、被写体像８２と被写体像８１とが連続的に表示されるよう、被写
体像８２と被写体像８１との境目における各々の重複領域を除去する境界処理を行う。
【００４７】
　また、図２、図３に示すように、突出部１０における円筒部１１の外周側面１１ｇにお
いて、径方向Ｋに照明光を供給（射出）して周囲方向観察用レンズ１３が観察する領域を
照らす照明窓である照明用レンズ２４、２５が設けられている。　
　照明用レンズ２４、２５は、図３に示すように、周囲方向観察用レンズ１３よりも挿入
部４の長手方向Ｎの後方に、例えば周方向Ｃに略１８０°ずれて２つ設けられる。　
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　尚、照明用レンズの個数は、円筒部１１の周囲を取り囲むように外周側面１１ｇに設け
られていれば２つに限定されず、３つ以上の照明用レンズが設けられていても環状の部分
を有する照明用レンズが1つ設けられていても構わない。
【００４８】
　図４に示すように、各照明用レンズ２４、２５には、挿入部４、操作部３、ユニバーサ
ルコード５、コネクタ３２内に挿通されるとともに光源装置３３から照明光が導入される
ライトガイド５５から照明光が供給される。
【００４９】
　また、突出面１８ｓに、該突出面１８ｓよりも前方に照明光を供給（射出）する照明用
レンズ１５が設けられている。照明用レンズ１５には、ライトガイド５５から照明光が供
給される。　
　さらに、先端面６ｓに、該先端面６ｓよりも前方に照明光を供給（射出）する照明用レ
ンズ１６が設けられていてもよい。照明用レンズ１６には、ライトガイド５５から照明光
が供給される。
【００５０】
　支持部１８の外周側面１８ｇには、周囲方向観察用レンズ１３に向けて流体を供給する
周囲観察窓用ノズル２２が、例えば２つ設けられている。尚、周囲観察窓用ノズル２２の
個数は、２つに限定されない。
【００５１】
　また、図２、図３に示すように、支持部１８の突出面１８ｓに、前方観察用レンズ１２
に向けて流体を供給する直視観察窓用ノズル部１９が設けられている。
【００５２】
　尚、支持部１８は、周状を有する周囲方向観察用レンズ１３の観察範囲Ｑ（図４参照）
に含まれてしまう。よって、モニタ３６における被写体像８２には支持部１８の像が一部
表示されてしまうが、ビデオプロセッサ３４は、被写体像８２の画像信号に対し、支持部
１８の像が表れている部分を覆い隠すマスク処理を行う。このことにより、図５に示すよ
うに、モニタ３６において、被写体像８２に対して支持部１８が表示されてしまう部位に
はマスクＭが、例えば略台形状に表示される。
【００５３】
　さらに、先端部６の先端面６ｓにおいて、上述したチャンネルの長手方向Ｎの先端（以
下、単に先端と称す）となる吸引口１７が形成されている。
【００５４】
　前述のように、円筒部１１の外周方向つまり円筒部１１の径方向Ｋに照明光を供給する
照明用レンズ２４、２５は、円筒部１１の外周側面１１ｇにおいて、周囲方向観察用レン
ズ１３よりも後方に設けられている。　
　しかし、側方被写体像取得部によって取得される被写体像８２、つまり周囲方向観察用
レンズ１３の観察範囲Ｑ（視野内）に照明用レンズ２４、２５の像が入ってしまうとハレ
ーションが発生するおそれがあるので、側方被写体像取得部で観察可能な範囲からは照明
用レンズ２４、２５が除外されるように周囲方向観察用レンズ１３の視野範囲Ｑが設定さ
れている。
　図２に示すように、吸引口１７は、周囲方向観察用レンズ１３及び前方観察用レンズ１
２よりも後方に位置しているので、周囲方向観察用レンズ１３から見て照明用レンズ２４
、２５の照明光により円筒部１１の周囲方向の視野に対して影響する範囲に配置されるこ
とになる。　
　よって、吸引口１７は、周囲方向観察用レンズ１３の視野外（観察範囲Ｑ外）に位置し
ていることから、図５に示すようにモニタ３６には表示されない。
【００５５】
　ここで、ビデオプロセッサ３４は、被写体像８２及び被写体像８１に基づく画像信号の
みならず、吸引口１７が位置する方向を示す指標５０を生成し、モニタ３６に表示する機
能を有している。
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【００５６】
　具体的には、ビデオプロセッサ３４は、モニタ３６における被写体像８２の画像信号に
対し、指標５０を重畳表示する機能を有している。
【００５７】
　次に、図５のモニタに表示される指標の例を、図６～図９を用いて説明する。図６は、
図５のモニタに表示される指標が吸引対象物の吸引可能範囲を示す表示から構成された一
例を示す図、図７は、図５のモニタに表示される指標が吸引口の位置を示す表示から構成
された一例を示す図、図８は、図５のモニタに表示される指標が吸引口から吸引される吸
引対象物の向きを示す表示から構成された一例を示す図、図９は、図５のモニタに表示さ
れる指標がマスクと一体的となった表示から構成された一例を示す図である。
【００５８】
　図６に示すように、モニタ３６に表示される指標５０は、ビデオプロセッサ３４により
、被写体像８２における吸引口１７が位置する方向、具体的には、マスクＭに隣接する位
置に、吸引対象物の吸引可能範囲Ｈとして表示されても構わないし、図７に示すように、
吸引口１７の位置を示す、例えば矢印Ｙとして表示されても構わない。
　図１５は、図５のモニタに表示される指標が、マスク処理が行われた部分に対して吸引
口の一部の形状を現す疑似画像から構成された一例を示す図である。
　尚、指標５０は、ビデオプロセッサ３４により、マスクＭを切り欠くことによりマスク
Ｍ自体が吸引口１７を模擬した形状に指標５０は形成されていても構わないし、図１５に
示すように、マスクＭによる処理が行われた部分に対し、ビデオプロセッサ３４により例
えば吸引口１７の一部の形状を現す模擬形状Ｘといった種々の指標５０を重畳する処理を
行うようにしても構わない。
【００５９】
　また、指標５０は、ビデオプロセッサ３４により、モニタ３６における被写体像８２に
おける吸引口１７が位置する方向、具体的には、図８に示すように、マスクＭに隣接する
位置に、吸引口１７から吸引される吸引対象物の向きを示すようにしても構わない。
　即ち、指標５０は、吸引口１７への吸引対象物の流れを示す、例えば矢印Ｚとして表示
されても構わない。　
　さらに、図９に示すように、指標５０は、ビデオプロセッサ３４により、マスクＭと一
体的に形成されてマスクＭの一部として表示されても構わない。　
【００６０】
　つまり、指標５０は、操作者に吸引口１７の位置を視認させるものであれば、図６～図
９、図１５に示す表示に限定されず、どのような表示であっても構わない。
【００６１】
　また、指標５０は、モニタ３６に常時表示されていても構わないし、操作部３内に図示
しないスイッチセンサが設けられ、操作者により、操作部３に設けられた図示しない指標
表示スイッチが押下されている場合のみ、スイッチセンサによって押下が検知されビデオ
プロセッサ３４に押下信号が送信されることにより表示されても構わない。
【００６２】
　また、指標５０は、操作部３内に図示しないスイッチセンサが設けられることにより、
操作者により、吸引釦３ｂが押下された場合のみ、スイッチセンサによって押下が検知さ
れビデオプロセッサ３４に押下信号が送信されることにより表示されても構わないし、そ
の他、操作者によるフットスイッチの操作により表示されても構わない。
【００６３】
　さらに、チャンネル内に圧力センサが設けられ、吸引釦３ｂの押下後、吸引口１７によ
りチャンネルを介して被検体内の吸引対象物の吸引を圧力センサが検知した場合のみ、圧
力信号がビデオプロセッサ３４に送信されることにより、指標５０が表示されても構わな
い。
【００６４】
　また、指標５０が操作者によって不要であれば、操作部３に設けられた上述した表示ス
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イッチの押下操作により、ビデオプロセッサ３４がモニタ３６から指標５０を除去する構
成を有していても構わない。
【００６５】
　このように、本実施の形態においては、ビデオプロセッサ３４は、モニタ３６に、少な
くとも周囲方向観察用レンズ１３からの被写体像８２の画像信号を表示させるとともに、
周囲方向観察用レンズ１３よりも後方に位置し、周囲方向観察用レンズ１３から見て照明
用レンズ２４、２５の照明光により円筒部１１の周囲方向の視野に対して影響する範囲に
配置されるため、周囲方向観察用レンズ１３の視野外（観察範囲Ｑ外）に位置する吸引口
１７の位置を示す指標５０を表示させると示した。
【００６６】
　このことによれば、周囲方向観察用レンズ１３（及び前方観察用レンズ１２）において
照明窓を視野外にするために周囲方向観察用レンズ１３で吸引口１７の位置を観察できな
い構造になっていても、操作者は、モニタ３６に表示されている指標５０から吸引口１７
の位置を容易に視認することができる。
【００６７】
　よって、操作者は、挿入部４を操作することにより、被検体内の吸引対象物を、モニタ
３６に表示されている指標５０を基に、容易に吸引口１７に近接させることができる。よ
って、吸引対象物を確実かつ容易に吸引することができる。
【００６８】
　尚、操作者は、上述した吸引口１７を介して吸引対象物を吸引していることを、チャン
ネルにおける操作部３内に位置する部位を吸引対象物が通過する際の操作部３を把持する
操作者の手への振動の伝達や、コネクタ２３と吸引装置とを連結するチューブの振動、該
チューブ内における吸引対象物の通過を視認する等により容易に認識することができる。
また、吸引対象物の吸引状態は、モニタ３６に表示されても良い。
【００６９】
　また、吸引対象物の吸引の際のみならず、吸引口１７を介して被検体内に処置具等を突
出させて被検部位の処置を行う際にも、操作者は吸引口１７の位置が分かれば吸引口１７
と被検部位との距離を認識できるため、吸引口１７から突出させた処置具等を容易に被検
部位に近付けることができ、処置性が向上する。
【００７０】
　以上から、被検体内から被写体像を取得する周囲方向観察用レンズ１３（及び前方観察
用レンズ１２）において吸引口１７の位置を観察できない構造になっていても、吸引口１
７の位置をモニタ３６から容易に視認でき、被検体内の吸引対象物を吸引口１７に近接さ
せて確実に吸引できる構成を具備する内視鏡装置１を提供することができる。
【００７１】
（第２実施の形態）
　図１０は、本実施の形態の内視鏡装置における内視鏡の挿入部の先端部を拡大して示す
部分斜視図、図１１は、図１０の内視鏡装置のモニタに、第１の被写体像及び第２の被写
体像とともに吸引口の一部が表示された状態を示す図である。
【００７２】
　この第２実施の形態の内視鏡装置の構成は、上述した図１～図９に示した第１実施の形
態の内視鏡装置と比して、吸引口の一部が周囲方向観察用レンズの観察範囲に含まれる位
置に設けられている点が異なる。
【００７３】
　よって、この相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、
その説明は省略する。
【００７４】
　図１０に示すように、本実施の形態においては、吸引口１７は、先端面６ｓにおいて、
周囲方向観察用レンズ１３の観察範囲Ｑから一部が遮られる領域に配置されている。
【００７５】
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　具体的には、吸引口１７が形成された先端面６ｓの全体のうちの一部６ｄは、少なくと
も周囲方向観察用レンズ１３の観察範囲Ｑに物理的に含まれるよう前方に突出しており、
ビデオプロセッサ３４は、吸引口１７が形成された一部６ｄを指標５０として生成し、図
１１に示すようにモニタ３６に表示する。尚、その他の構成は、上述した第１実施の形態
と同じである。
【００７６】
　このような構成によれば、操作者は、モニタ３６に表示されている吸引口１７が形成さ
れた一部６ｄから吸引口１７の位置を容易に視認することができるため、上述した第１実
施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００７７】
　尚、以下、変形例を、図１２、図１３を用いて示す。図１２は、図１０の先端部の先端
面における吸引口の周囲に、前方に突出する突起が設けられた変形例を示す部分斜視図、
図１３は、図１０の内視鏡装置のモニタに、第１の被写体像及び第２の被写体像とともに
図１２の突起が表示された状態を示す図である。
【００７８】
　上述した本実施の形態のように、先端面６ｓにおける吸引口１７が形成された一部６ｄ
が周囲方向観察用レンズ１３の観察範囲Ｑに含まれるよう前方に突出するのではなく、図
１２に示すように、先端面６ｓにおいて、吸引口１７の周囲において前方に突出するよう
設けられるとともに周囲方向観察用レンズ１３の観察範囲Ｑに含まれる突起７０が形成さ
れ、該突起７０が指標５０として、図１３に示すように、ビデオプロセッサ３４によりモ
ニタ３６に表示される構成であっても構わない。
【００７９】
　このことによれば、操作者は、突起７０をモニタ３６から視認することにより、吸引口
１７の位置を容易に視認することができるため、上述した本実施の形態と同様の効果を得
ることができる。
【００８０】
　また、以下、別の変形例を、図１４を用いて示す。図１４は、内視鏡装置のモニタに表
示される第１の被写体像にも指標が重畳表示された変形例を示す図である。
【００８１】
　上述した第１、第２実施の形態においては、指標５０は、ビデオプロセッサ３４によっ
て、モニタ３６において被写体像８２に重畳表示されると示した。
【００８２】
　これに限らず、図１４に示すように、ビデオプロセッサ３４は、モニタ３６に表示され
る被写体像８１の画像信号に対し被写体像８１に重なる、即ち前方観察用レンズ１２の観
察範囲に含まれる吸引口１７の長手方向Ｎに沿った中心軸Ｌ（図２参照）を、被写体像８
１における吸引口１７が位置する方向を示す仮想直線Ｌ’から構成された指標５０として
さらに重畳表示しても良い。
　図１６は、図１０の内視鏡装置のモニタに、指標そのものが、吸引口が位置する方向と
して第１の被写体像に重畳表示された変形例を示す図である。
　またさらに、図１６に示すように、ビデオプロセッサ３４により指標５０（W）そのも
のを吸引口１７が位置する方向としてモニタ３６における被写体像８１にも掛かるよう表
示させるようにしても構わない。
【００８３】
　このような構成によれば、上述した第１、第２実施の形態の効果の他、吸引口１７を前
方に延長した位置が被写体像８１から操作者は容易に視認できるため、被写体像８１を見
ながらも、吸引口１７の位置を容易に視認することができることから吸引対象物に対する
吸引口１７の位置合わせがより行いやすくなる。さらに、被写体像８１における吸引口１
７を介した処置具等の突出方向も容易に認識することができるため、被検部位の処置性が
向上する。
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
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【符号の説明】
【００８４】
　１…内視鏡装置
　４…挿入部
　６ｄ…吸引口が形成された先端面の一部
　６ｓ…先端面
　１０…突出部
　１１ｇ…円筒部の外周側面（側面）
　１１ｓ…突出面
　１２…前方観察用レンズ（他の被写体像取得部）（第１の被写体像取得部）（前方画像
取得部）
　１３…周囲方向観察用レンズ（被写体像取得部）（第２の被写体像取得部）（側方画像
取得部）
　１７…吸引口
　２４…照明用レンズ（照明窓）
　２５…照明用レンズ（照明窓）
　３４…ビデオプロセッサ（画像生成部）
　３６…モニタ（表示部）
　４１…撮像部
　４１ｍ…撮像面
　５０…指標
　７０…突起
　８１…第１の被写体像（他の被写体像）
　８２…第２の被写体像（被写体像）
　Ｈ…吸引可能範囲
　Ｋ…径方向（長手方向と交差する方向）
　Ｌ…中心軸
　Ｎ…長手方向
　Ｑ…周囲方向観察用レンズの観察範囲
　Ｚ…矢印
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